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１ はじめに
　2015年７月16日、欧州連合司法裁判所（ECJ）は
判決（Huawei事件ECJ判決という。）を下し１、標準
規格必須特許（Standard Essential Patent, SEP）に
ついて差止請求が認められるかどうかという点につ
いて判断する枠組みが定められた。それ以降、欧州
ではドイツの裁判所を中心に主に無線通信規格（３
G及び４G）のSEPに関して判決が数々出されてきた。

Huawei事件ECJ判決で示されたのはFRAND（Fair, 
Reasonable And Non-Discriminatory、 公 平、 合 理
的、かつ非差別的）に関する枠組みであり、具体的
なFRAND基準はドイツなど国内で定めることにな
る。Huawei事件ECJ判決以降、個別事情に応じてド
イツ国内の裁判所が数々のSEPに関する侵害訴訟に
ついて判決を下してきたが、ドイツ国内においては、
デュッセルドルフ地裁、マンハイム地裁、ミュンヘ
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